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児童手当を受ける際は、申請が必要です
問子ども子育て課 子ども子育て係（℡64-1535）

①所得制限限度額未満

3歳未満 一律15,000円

3歳以上小学校修了前 10,000円
（第3子以降は15,000円）

中学生 一律10,000円

①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満

一律（特例給付） 5,000円

■支給額

※第3子以降とは、高校卒業程度（18歳の誕生日後、最初の3月31日ま
で）の養育している児童のうち、3番目以降です。

■支給対象
日本国内に住所がある、中学校修了前までの児童
を養育している人

■手続きに必要なもの
①請求者名義の金融機関の通帳
②請求者の健康保険証の写し
③本人確認書類（運転免許証など）
④その他必要な書類

■支給時期
手当は原則として年3回（2月、6月、10月の各15日に
それぞれの前月分まで）支給します。
※申請月の翌月から支給が開始され、支給事由が
消滅した日の属する月分で終わります。
※支給開始月の特例として、転入または出産などに
より請求ができなかった場合、やむを得ない理由が
やんだ後15日以内に請求すれば、転入日などの属す
る月の翌月分から支給が開始されます。

扶養親族などの数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

0人 622万円 858万円

1人 660万円 896万円

2人 698万円 934万円

3人 736万円 972万円

以降1人につき 38万円加算
※70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がある場合、1人に
つき6万円加算。

■所得の目安

　児童手当は申請に基づいて支給します。出生・転入などにより受給資格が生じた場合は、すみやかに住所地
の市区町村の窓口で請求の手続きをしてください。

■所得上限限度額を下回ったとき
児童手当の支給額は、令和 4年中（1月分～
5月分までは令和3年中）の所得額で判定します。
現在、所得上限限度額を超えるなどして、児童手
当が支給されていない人の所得額が限度額未満
になった場合は、5 月末までに申請が必要です。
また年度途中に所得更正などにより、所得上限
限度額を下回った場合も申請ください。
※申請が遅れると支給されない月が生じる場合
があります。自動的には支給されません。

■受給者が他の市町村へ転出するとき
みやま市での受給資格が消滅します。支給事由
消滅届の提出が必要です。

■その他
①新たに受給資格が生じたとき
②支給対象の児童の人数が変更になったとき
③氏名・市内での住所が変更になったとき

など

こんな時にも手続きが必要です

おくやみ手続きのサポートを開始します
問市民課 ワンストップ窓口推進担当（℡64-1513）

マイナポイント申込期限が9月末に延長されました
問市民課 住民係（℡88-9737）

■手続きの流れ

亡くなった方の情報などを記
入する「基本情報シート（※1）」
を事前にご準備頂くと、当日
のお手続き時間の短縮となり
ます。

基本情報シートの準備おくやみ手続きハンドブックの配布

死亡届提出の際に、市役所で
の手続き一覧を記載したハン
ドブックをお渡しして、必要な
手続きや窓口の場所をご案内
します。

point1

市役所での各手続き

point2

必要な情報が印字された各
課への届出書をお渡しするの
で、何度も同じことを書く必要
がなくなります。

　マイナポイント申込手続き期限が9月末に延長されました。これに伴い、「マイナンバーカード＆マイナポイント申
請・支援サービス会場」も9月末まで延長します（マイナポイントは、令和5年2月末までに申請した人が対象です）。

※決済サービスごとに申請期限などが異なります。決済サービスの申請およびチャージはお早めに。
※詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

■受付日時　日曜および火曜～金曜。午前10時～午後5時30分

■受付場所　みやま市立図書館カフェスペース（瀬高）

　5月1日からおくやみ手続きの窓口を開設します。
「どこに行けばいいのかわからない」「何度も同じことを書かなければならない」
といったこれまでの煩わしさに対応し、大切な方を亡くされたご遺族の負担を少
しでも軽減できるよう市役所での手続きの支援を行います。

おくやみ手続きのために来庁される際は、まず本庁
市民課または支所市民サービス係にお越しくださ
い。必要な手続きと窓口をご案内します。

■利用方法

「おくやみ手続きハンドブック」・「基本情報シート」は、市ホーム
ページにも掲載しています。

※1…

▲市ホームページ
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民
生
委
員
は
、民
生
委
員
法
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
、住
民
の

皆
さ
ん
の
最
も
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、社
会
福
祉
の

増
進
に
努
め
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
を
見
守
り
、子
育
て

の
不
安
や
妊
娠
中
の
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
・
支
援
な

ど
を
行
う
児
童
委
員
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

■
困
っ
て
い
る
人
と
関
係
機
関
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役

　

介
護
の
悩
み
や
子
育
て
の
不
安
、経
済
的
困
窮
に
よ
る

生
活
上
の
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
に
応
じ
て
関
係
機
関
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
な
っ

た
り
、高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
の
見
守
り
、子
ど
も

た
ち
への
声
か
け
な
ど
を
行
い
ま
す
。

※
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、活
動
で
知
り
え
た
情
報
を

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い「
守
秘
義
務
」が
あ
り
ま
す
。

■
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
を
進
め
る
に
は
、住
民
の

皆
さ
ん
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
で
は
、5
月
12
日
を

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」、5
月
12
日
か
ら
18
日
を

「
活
動
強
化
週
間
」と
定
め
、Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
存
在
や
活
動
に

つ
い
て
関
心
を
深
め
て
、活
動
へ
の
ご
理
解
、ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
マ
ー
ク

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
交
付
さ
れ
る
徽
章
は
、幸
せ

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
四
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
の
中
に
民
生
委
員

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です
問福祉課 福祉総務・障がい福祉係（℡64-1518）

市役所の仕事で聞きたいことはありませんか（出前講座）
問社会教育課 社会教育係 （℡32-9180、FAX32-9192）

　
職
員
が
皆
さ
ん
の
も
と
へ
出
向
い
て
、市
民
生
活
に
関

す
る
こ
と
や
市
政
の
仕
組
み
な
ど
に
つい
て
説
明
し
ま
す
。

■
対
象

　

市
内
在
住
ま
た
は
通
勤
し
て
い
る
10
人
以
上
の
団
体

■
内
容（
全
61
講
座
）

　

防
災
関
係
講
座
・
軽
ス
ポ
ー
ツ
紹
介
・
予
防
救
急
教
室

な
ど
が
人
気
メ
ニュ
ー
で
す
。

【
新
メ
ニ
ュ
ー
】

▽
家
庭
で
取
り
組
む
防
災
対
策
▽
地
域
防
災
力
向
上
の

た
め
に
▽
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
防
災
へ
▽
ワ
ン
ヘル
ス
▽

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋(
性
的
少
数
者)

と
人
権
▷
高
齢
者
の
暮

ら
し
を
支
え
る
総
合
窓
口
▽
地
域
通
貨
に
つ
い
て

■
開
催
時
間
・
場
所

　

午
前
9
時
か
ら
午
後
9
時
ま
で（
土
曜
・
日
曜
含
む
）の

間
で
2
時
間
以
内
。市
内
の
会
場
を
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
方
法

　

講
座
担
当
課
と
打
ち
合
わ
せ
し
、開
催
希
望
日
の
2

週
間
前
ま
で
に
、申
請
書
を
社
会
教
育
係
へ
持
参
・
郵
送
・

フ
ァ
ク
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
社
会
教
育
係
、市
民
課
住
民
係
、高
田
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
係
、総
合
市
民
セ
ン
タ
ー
、ま
い
ピ
ア
高

田
、山
川
市
民
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し
て
い
ま
す
。市
ホ
ー
ム

ペー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
特
定
の
政
治
・
宗
教
ま
た
は
営
利
を
目
的
と
し
た
催
し

な
ど
に
は
、職
員
を
派
遣
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
出
前
講
座
は
学
習
の
場
で
す
。派
遣
職
員
の
説
明
に

対
す
る
質
問
や
建
設
的
な
意
見
交
換
は
含
み
ま
す
が
、

苦
情
を
述
べ
る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
福
岡
県
な
ど
で
も
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。詳
し

く
は
社
会
教
育
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

老朽危険家屋などの除去費用を補助します
問都市計画課 住宅政策係（℡64-1540）

■
対
象
と
な
る
家
屋

事
業
者
が
除
却
工
事
を
行
う

も
の
で
、次
の
要
件
を
全
て
満

た
し
た
建
築
物

①
み
や
ま
市
内
の
空
き
家
な
ど

②
放
置
さ
れ
、周
辺
の
住
環
境

を
悪
化
さ
せ
て
い
る
木
造
も
し

く
は
軽
量
鉄
骨
造
の
建
築
物

③
家
屋
な
ど
の
老
朽
危
険
度

の
判
定
が
市
の
基
準
を
満
た

す
も
の

④
所
有
権
以
外
の
権
利
が
設

定
さ
れ
て
い
な
い
建
築
物（
権

利
を
有
す
る
者
か
ら
の
承
諾

を
得
た
も
の
を
除
く
）

⑤
公
共
事
業
に
伴
う
移
転
、建

て
替
え
そ
の
他
の
保
障
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
建
築
物

■
補
助
額

家
屋
な
ど
の
除
去
や
処
分
費
用
の

２
分
の
1
以
内（
上
限
45
万
円
）

※
同
一
敷
地
内
で
１
回
限
り
。

※
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
。

■
申
請
前
に
相
談
く
だ
さ
い
。

交
付
決
定
前
に
工
事
に
着
手

し
た
場
合
は
補
助
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住宅耐震改修工事費を補助します
問都市計画課 住宅政策係（℡64-1540）

■
対
象
者

市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
お
ら

ず
、当
該
住
宅
を
所
有
し
て
い

る
ま
た
は
居
住
し
て
い
る
人

■
対
象
と
な
る
住
宅

市
内
に
あ
る
昭
和
56
年
５
月

31
日
以
前
に
建
築
ま
た
は
工

事
着
手
し
た
、在
来
軸
組
構

法
、伝
統
的
構
法
、枠
組
壁
構

法
に
よ
る
木
造
戸
建
て
の
住
宅

■
対
象
と
な
る
工
事

（
一
財
）日
本
建
築
防
災
協
会

に
よ
る「
木
造
住
宅
の
耐
震
診

断
と
補
強
方
法
」の
診
断
の
結

果
、上
部
構
造
評
点
が
1.0
未
満

の
も
の
を
1.0
以
上
と
す
る
補

強
工
事

■
補
助
額

耐
震
改
修
工
事
費
用
の
２
分

の
1（
上
限
60
万
円
）

※
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
。

■
令
和
6
年
２
月
末
日
ま
で

に
完
了
報
告
す
る
こ
と
が
条

件
で
す
。工
事
途
中
、工
事
後

の
申
請
は
受
け
付
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

■
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ブロック塀などの撤去費を補助します
問都市計画課 住宅政策係（℡64-1540）

■
対
象
者

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

①
同
一
敷
地
で
過
去
に
同
じ

内
容
の
補
助
金
を
受
け
た

こ
と
が
な
い
人

②
市
税
の
滞
納
が
な
い
人

③
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
人

■
対
象
と
な
る
工
事

市
内
の
道
路
に
面
す
る
高

さ
１
㍍
以
上
の
ブ
ロッ
ク
塀

な
ど
を
全
て
ま
た
は一
部
撤

去
す
る
工
事
で
、他
の
補
助

金
を
受
け
て
い
な
い
も
の

※
診
断
カ
ル
テ
で
40
点
未

満
が
条
件
。

■
補
助
額

撤
去
費
用
の
3
分
の
２（
上

限
16
万
円
）

※
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
。

■
交
付
申
請
に
は
事
前
相

談
が
必
要
で
す
。補
助
金
交

付
決
定
前
に
工
事
に
着
手

し
た
場
合
は
補
助
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
内
に
工
場
な
ど
を
新

設
・
増
設
す
る
企
業
は
、優

遇
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で

相
談
く
だ
さ
い
。

■
内
容

①
3
年
間
固
定
資
産
税
の

課
税
免
除

②
操
業
開
始
か
ら
3
年
以

内
に
み
や
ま
市
民
を
3
人

以
上
雇
用
し
た
場
合
、1
人

あ
た
り
30
万
円
の
奨
励
金

を
交
付（
総
額
１
５
０
０
万

円
以
内
）

※
1
年
以
上
雇
用
す
る
こ
と
。

■
要
件

①
新
設
・
増
設
に
要
し
た
投

下
固
定
資
産（
土
地
含
む
）

の
取
得
価
格
が
２
７
０
０
万

円
を
超
え
てい
る
こ
と

②
従
業
員
を
5
人
以
上
雇

用
し
て
い
る
こ
と

■
企
業
誘
致
用
地
等
登
録

制
度

　

5
千
平
方
㍍
以
上
の
私

有
地
を
企
業
誘
致
用
地
と

し
て
登
録
し
、企
業
が
立
地

し
て
操
業
開
始
に
至
っ
た

場
合
、そ
の
登
録
者
に
報

奨
金
を
支
払
い
ま
す
。

みやま市への企業の進出、事業拡大をサポートします
問商工観光課 企業誘致推進室（℡64-1543）

の「
み
」の
文
字
と
児
童
委
員
を
示
す
双

葉
を
組
み
合
わ
せ
、平
和
の
シ
ン
ボ
ル
の
鳩

を
か
た
ど
っ
て
い
ま
す
。


